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Ⅰ はじめに 

 

１検討の趣旨 

那須塩原市においては、第2期那須塩原市保育園整備計画（以下「保育園整備計画」

という。）に基づき、公立保育園の民営化や市内幼稚園の認定こども園への移行、私

立保育園や認定こども園等の新規開園などの待機児童対策、病児・病後児保育など多

様化する保育ニーズへの対応など、様々な施策を推進してきた。これらの施策の成果

として、那須塩原市における待機児童数は着実に減少し、令和３年4月１日現在の待

機児童数はゼロとなった。 

一方で、全国的な課題となっている少子化は、那須塩原市においても例外なく進ん

でおり、今後も就学前児童数の減少は避けられないことから、利用児童数の減少に伴

う定員割れ等により、運営が困難となる私立保育園・認定こども園・地域型保育事業

等が発生することも想定される。また、利用児童数は減少するものの、様々な就労形

態等による保育ニーズの多様化は、引き続きの課題となってくると見込まれる。 

そのため、近い将来の保育需要の減少や多様化する保育ニーズに対応した公立保育

園の在り方を示す必要があることから、学識経験者や市内保育施設運営者、子育て関

係NPO代表者等による「那須塩原市公立保育園在り方検討会(以下「検討会」という。)」

を設置した。検討会では、保育に関する現状や課題等を踏まえ、中長期的な視座に立

って、今後の公立保育園の役割・在り方・保育サービス等について検討を行った。 

本書は、全４回の検討結果を取りまとめ、報告するものである。 

  

２検討の位置づけ 

  保育園整備計画の「施策５：公立保育園の今後についての検討」に基づき、公立

保育園の在り方について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

図表１：保育園整備計画の位置づけ（各計画との関係図） 
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  なお、この報告書は、保育園の中で、市が直接設置・運営する「公立保育園」の在

り方等についての検討を取りまとめたものである。本書の内容を踏まえ、今後、那須

塩原市において、保育園整備計画の見直しを図っていくものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２：子ども・子育て未来プランにおける主な保育・子育て支援サービス 
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Ⅱ 保育を取り巻く現状と課題 

 

１那須塩原市の保育に関する現状と課題 

⑴ 就学前児童数の推移 

 ・就学前児童数(4月1日現在)は、近年では平成28年の6,122人をピークに、減少の

一途をたどっている。令和3年には、5,242人となっており、5年間で880人が減少

し、少子化の傾向が顕著に見られる。 

 ・令和2年3月（第2期那須塩原市子ども・子育て未来プラン策定時）の推計では、令

和4年に0歳児が793人と見込んでいたが、実際には令和3年の0歳児数が723人で

あることから、推計よりも速いスピードで少子化が進展していることが読み取れる。 

 【課題：急速な少子化の進展への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵保育園等入園児童数の推移 

 ・保育園・認定こども園・地域型保育事業等（以下「保育園等」という。）の入園児

童数(4月1日現在)は、平成27年度から令和2年度までの5年間で1,022人増加して

いる。保育園等入園児童数の増加は、全国的な傾向として見られ、本市においても

女性の就業率の上昇に伴う共働き世帯の増加などにより、保育需要が高まったこと

が要因と考えられる。 

 ・今後も同様の傾向が続くものと思われるが、少子化による入園児童数の減少も勘案

し、保育の提供体制を整えていくことが必要となる。 

【課題：少子化に対応した提供体制の構築】 

 

推計値(R2.3 月推計) 

図表３：就学前児童数の推移（各年４月１日現在） 

実績値 
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⑶保育園等利用定員の推移 

 ・保育園等利用定員は、平成27年度から令和3年度までの6年間で1,447人増加してい

る。認定こども園や地域型保育事業の設置、待機児童対策による教育・保育施設の定 

員増により年々増加している。 

 ・待機児童対策のため、定員の確保を図ってきたが、さらに少子化が進行した場合は、

定員が余剰となることが懸念されることから、市としては定員調整の方針を示す必

要がある。 

【課題：少子化に応じた定員調整の検討】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４：入園児童数の推移（各年上期４月１日現在、下期 10月１日現在） 

図表５：保育園等利用定員の推移（各年４月１日現在） 

（人） 

（人） 
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⑷待機児童数の推移 

 ・近年の待機児童数は、最も多い時で平成27年10月1日の73人であったが、民間保育

施設整備等の定員増により、年々減少し、令和３年４月１日には0人となった。 

 ・平成29年10月1日以降、3歳児以上の待機児童は発生しておらず、0歳児を中心に発

生している。 

 ・今後も０歳児を中心にニーズが高くなることが見込まれるが、利用定員が余剰とな

らないよう配慮しつつ、引き続き待機児童の発生を抑えていく必要がある。 

 【課題：待機児童ゼロの継続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸要支援児※数の推移 

 ・平成27年度から令和2年度までの保育園等における加配のついた要支援児の数は、

ほぼ横ばいとなっている。 

 ・設置主体別で見ると、公立保育園での受入れが多くなっている。 

 ・令和2年度の入園児童数に対する要支援児数の割合は、公立保育園では10.9％、民

間保育施設では3.2%となっており、公立保育園の方が要支援児の割合が高くなっ

ているが、今後は市全体での要支援児の受入体制の充実が必要となる。 

【課題：要支援児の受入体制の充実】 
 

※要支援児 

保育園等での生活において特に配慮が必要な児童であり、通常の配置基準に加え

て保育士を配置（加配）している児童のこと。 

 

 

 

図表６：待機児童数の推移（各年上期４月１日現在、下期 10月１日現在） 
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⑹特別保育の実施状況 

・保護者の就労形態の多様化や共働き世帯の増加などに伴う保育需要に対応するため、

「延長保育（標準時間・短時間）」「一時保育」「休日保育」「病児・病後児保育」

が各園において実施されている。 

・一時保育や休日保育、病児・病後児保育の市内保育園等全施設での実施率は25％

未満となっており、今後、これらの充実が求められることも予想される。 

【課題：多様な保育サービスの提供・充実】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７：要支援児数の推移（各年度末現在） 

図表８：特別保育の実施状況（令和 3年 4月 1日現在） 

保育園 保育園 地域型

公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 小規模

保育サービスの種類

10 13 8 2 9 32 42

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 10 5 1 3 19 23

40% 77% 63% 50% 33% 59% 55%

2 6 1 0 0 7 9

20% 46% 13% 0% 0% 22% 21%

0 1 2 0 0 3 3

0% 8% 25% 0% 0% 9% 7%

0 1 1 0 0 2 2

0% 8% 13% 0% 0% 6% 5%

1 5 1 2 0 8 9

10% 38% 13% 100% 0% 25% 21%

延長保育（短時間）

病児・病後児保育

子育てサロン

民間保育

施設計

認定こども園
合計

実 施 施 設 数 ／ 実 施 率

延長保育（標準時間）

一時保育（一時預かり）

休日保育
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⑺保育関係歳出決算額の推移 

 ・那須塩原市の保育関係歳出決算額は、年々増加傾向にある。幼児教育・保育の無償

化の影響もあり、今後も続いていくことが想定される。 

 ・公立保育園の運営費は、保護者が負担する保育料以外は市の一般財源のみとなって

いる。また、公立保育園の施設整備についても、民間保育施設と異なり国庫補助が

なく、すべてが市負担となることから、施設整備の財源確保は極めて困難な状況で

ある。 

 ・今後、人口減少により、市全体の財政状況がさらに厳しくなることが予想されるこ

とから、健全な行財政運営を持続するため、選択と集中による事業の展開が求めら

れる。 

 【課題：選択と集中による事業展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円） 

H27.4 子ども・子育て支援新制度 R1.10 幼児教育・保育の無償化 

R2.4 会計年度任用職員制度 

図表９：保育関係歳出決算額の推移 
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図表 10：公立保育園・民間保育施設の財源比較 
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２公立保育園における現状と課題 

⑴保育士の配置状況 

 ・令和3年4月１日現在、保育士として任用されている正職員(再任用職員含む)は107

人で、公立保育園には104人が配置されている。 

・30～40代の職員が若干多いものの、比較的年代バランスよく任用されている。 

 ・会計年度任用職員は、常勤95人、非常勤92人が任用されている。常勤換算値では

約150人で、会計年度任用職員の割合は59.1％となっている。非正規雇用の保育士

に頼っている状況で、保育の質の確保や保育士の労働環境の改善等の観点から、正

職員保育士の比率を改善させる必要がある。 

【課題：正職員保育士の比率向上】 

正職員 会計年度任用職員 

計Ｉ 

(Ｅ＋Ｈ) 

会計年度 

任用職員 

割合(％) 

(Ｈ/Ｉ×100) 

園長 

Ａ 

副園長 

Ｂ 

保育士 

Ｃ 

育休等 

Ｄ 

小計 

(Ａ～Ｄ) 

常勤 

保育士 

Ｆ 

非常勤 

保育士 

Ｇ※ 

小計Ｈ 

(Ｆ＋Ｇ) 

10 10 77 7 104 95 55.1 150.1 254.1 59.1 

 
 

  20代 30代 40代 50代以上 計 

人数 17人 31人 39人 20人 107人 

割合 15.9% 29.0% 36.4% 18.7% 100% 

 

 

⑵公立保育園の施設状況 

 ・耐用年数を経過している施設が、10施設中6施設となっており、うち4施設は10年

超の施設となっている。全ての施設において、耐震性は確保しているものの施設の

老朽化が著しい。 

・施設の老朽化対策は、公立保育園に係る施設整備の財源確保は極めて困難な状況で

あるため、国庫補助が活用できる民営化による建替え等を考慮しつつ検討する必要

がある。 

・保育園用地を借地している施設が2施設あり、土地の賃借料が継続的に発生してい

る。将来に渡って、安定的かつ効率的に行政サービスを提供していくため、借地の

解消を図る必要がある。 

 【課題：施設の老朽化対策・借地の解消】 

 

 

 

 

 

 

※G は常勤換算値 

図表 12：正職員保育士の年齢別人数と割合 

図表 11：保育士の配置状況表 
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図表 14：保育士の有効求人倍率の推移 

 

 
 

 

３全国的な現状と課題 

⑴保育士の有効求人倍率 

・保育士の有効求人倍率は、近年増加傾向にあり、保育需要の高まりとともに保育士

の確保が困難になっている状況である。 

・令和２年度の栃木県の保育士の有効求人倍率は、3.36倍となっており、全国の保

育士の有効求人倍率と比較しても、高い傾向となっている。 

・令和２年度の栃木県の平均有効求人倍率は1.01倍で、全国では1.10倍であること

から、保育士は確保が難しい業種であることがわかる。 

・保育の提供に当たっては、保育士が欠かせないことから、効果的な保育士確保の取

組を検討、実施していくなど保育士不足への対応を行っていく必要がある。 

【課題：保育士不足への対応】 

保育園名 定員 開設年月 
建築 

年月 
経過年 

耐用年数 

経過年数 
構造 

延床面積 

(㎡) 

敷地面積 

（㎡） 
備考 

さくら保育園 90 Ｓ28.5 H7.2 26年 (残20年) 鉄筋コンクリート造2階建て 686.20 2,664.00 
 

ひがしなす保育園 120 Ｓ36.7 H1.2 32年 11年  木造平屋建て 757.34 3,369.72 
 

たかはやし保育園 90 Ｓ40.5 H14.2 19年 (残2年) 木造平屋建て 622.73 3,000.42 
 

なべかけ保育園 60 Ｓ41.5 H11.7 22年 (残0年) 木造平屋建て 374.22 2,358.82 
 

わかば保育園 120 Ｓ46.10 S46.9 49年 28年  木造平屋建て 540.27 4,712.54 借地 

さきたま保育園 120 Ｓ56.4 S56.2 40年 7年  鉄筋造平屋建て 636.28 2,716.20 
 

永田保育園 120 Ｓ49.5 H27.3 6年 (残27年) 鉄骨造平屋建て 861.02 3,315.50 
 

三島保育園 100 Ｓ52.4 S52.3 44年 23年  鉄骨造平屋建て 767.69 3,280.00 借地 

南保育園 100 Ｓ58.4 S58.3 38年 5年  鉄骨造平屋建て 734.60 4,566.00 
 

大貫保育園 60 Ｓ37.4 S62.12 33年 12年  木造平屋建て 499.57 3,017.00 
 

（倍） 

図表 13：公立保育園の施設状況 
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Ⅲ 公立保育園の役割 

 

１保育園等の在るべき姿と市の責務 

  保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領、幼稚園教育要領、前述

の「Ⅱ保育を取り巻く現状と課題」などを踏まえ、公立・私立の区別なく保育施設と

しては、以下のように在るべきで、それに対する市の責務は次のとおりである。 

保育園等の在るべき姿 市の責務 

❶保育が必要な児童を受け入れられる施設 

待機児童が発生しておらず、需要と供給のバランスが整

っている。 

量の確保 

❷質の高い保育を提供できる施設 

施設の安全性・快適性・保育内容の質の維持・向上等、

良質な保育環境が整っている。 

質の確保 

❸多様化するニーズに対応できる施設 

延長保育、休日保育、病児・病後児保育、一時保育等、

保育ニーズに応じたサービスを提供することができる。 

多様なサービスの

提供 

❹地域の子育て支援拠点 

関係機関等との連携が充実し、地域や社会全体で子育て

家庭を支えていくことができる。 

切れ目のない支援

の提供 

➎保育ニーズに継続的・安定的に対応できる施設 

人材や財源等を確保し、将来のニーズに対しても適切に

対応することができる。 

持続可能な行財政

運営 

 
保育所保育指針（抜粋） 

 

１ 保育所保育に関する基本原則 

（１） 保育所の役割 

ア 保育所は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条の規定に基づき、保育を必要と

する子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、

入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活

の場でなければならない。 

 

イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な

連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を

一体的に行うことを特性としている。 

 

ウ 保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図り

ながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割

を担うものである。 

 

エ 保育所における保育士は、児童福祉法第１８条の４の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が

適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを

保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その職責を遂

行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。 
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２公立保育園の役割 

保育園等の在るべき姿の実現のため、公立保育園が担っていくべき役割は次のとお

りである。 

 

①児童のセーフティネットとしての役割 

児童相談所や市子ども・子育て総合センター等関係機関との連携が欠かせないな

ど配慮を必要とする児童の受入れや災害時における受入れ、民間事業者の参入希

望がない等民間での運営が難しい地域での運営など、児童のセーフティネットと

しての役割。 

 

②定員調整機能としての役割 

少子化の進行に伴い、供給過多になるおそれがある場合の利用定員の調整や年度

途中の受入れ枠を確保するための年度当初の受入調整など、市全体の需給調整機

能としての役割。 

 

③市全体の保育の質の向上を牽引する役割 

これまで蓄積した専門的な知識や経験を活用し、保育の質の維持・向上を図ると

ともに、その内容を保育園等と共有し、市全体の保育の質の向上を牽引する役割。 

 

④地域の子育て支援拠点としての役割  

   行政機関としてのネットワークを活かし、市子ども・子育て総合センターを始め

関係機関との連携を充実させ、子育て家庭を適切に支援する役割。また、小規模

保育事業の連携施設としての役割。 

 

３公立保育園の民営化の必要性 

  保育ニーズに継続的・安定的に対応できる公立保育園であるためには、人材や財源

等を確保し、将来のニーズに対しても適切に対応していく必要がある。そのためには、

定員適正化計画に基づく計画的な雇用により、年代のバランスよく質の高い人材を確

保していくとともに、効率的な保育園運営を行っていく必要がある。 

「Ⅱ保育をとりまく現状と課題」で示しているとおり、就労形態の多様化や共働 

き世帯の増加などに伴う多様な保育サービスは今後も充実が求められることが想定 

される。また、公立保育園の施設老朽化は著しく、予算の確保が非常に厳しい中、 

老朽化対策を行っていかなければならない。 

公立保育園の民営化に際しては、民間活力により、一時保育や休日保育などの多様

な保育サービスの拡充が図れ、建替え等による施設の老朽化対策も併せて行うことが

できる。また、民営化しない公立保育園での正職員の集約につながり、正職員保育士

比率の改善による保育の提供体制の充実により、市全体の保育の質とサービス向上を

図ることができる。 
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  以上のことから、限られた資源の中で、良質な保育環境の整備を行っていく手法と

して公立保育園の民営化は効果的であるため、引き続き推進していく必要がある。 
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Ⅳ 公立保育園の在り方 

 

１基本的な考え方 

①公立保育園の役割を担うため、各地区（「黒磯地区」「西那須野・塩原地区」）に

公立保育園を１園以上配置する必要がある。 

②多様化する保育ニーズに対応するとともに、効率的・効果的に保育環境を整備す

るため、引き続き公立保育園の民営化を推進する必要がある。 

▶具体的には、以下の要件をどちらも満たす園を民営化の対象とする。 

・少子化が進展した場合においても、保育ニーズが高いことが見込まれ、経営の

安定が見込める園 

   ・施設の老朽化が著しく、民営化の際に、施設整備（園舎の新築等）を行うこと

で、保育環境の改善を図ることができる園 

③民間保育施設とバランス良く共存していくことができるよう、周辺地域の保育需

要や人口減少の動向、民間保育施設の設置状況等を考慮し、一定数の廃止も検討

していく必要がある。 

④公共施設等総合管理計画に基づき、施設を管理していく必要がある。 

▶同計画において、「施設の更新（建替え）は、複合施設を基本とする」「施設の

更新は、市有地への整備を基本とする」などの基本方針があることから、耐用

年数が経過している公立保育園の単独での建替え、借地園の建替えは、実施す

ることができない。 

 

２公立保育園の在り方 

  基本的な考え方に基づき、以下のとおり今後の公立保育園の在り方を示す。 

○２～３園程度を公立保育園として存続することが望ましい。 

・施設の耐用年数が経過していない園は、公立保育園として存続し、公立保育

園の役割を果たすことができるよう体制の充実等を図る。 

○２～４園程度を民営化することが望ましい。 

・人口減少が比較的緩やかで保育ニーズが高く、施設が老朽化している園は、

民営化に向け検討を行っていく。 

○２～４園程度を廃止することが望ましい。 

・保育需要や人口減少の動向、民間保育施設の設置状況等を考慮し、廃止に向

け検討を行っていく。 

この在り方は、中長期的な視点から公立保育園の在り方を示すものとして、概ね

20 年後（令和 23(2041)年度）までに実現を目指すものとする。 

なお、社会情勢の変化や保育行政の動向等を踏まえ、必要に応じ概ね5年程度ごと

に見直しを行うものとする。 

また、本市の保育ニーズの変化、各施設の状況等を勘案の上、保育園整備計画にお

いて、民営化や廃止の対象園を定め、計画的に進めていくことを求める。 
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図表 15：公立保育園の在り方イメージ図 

図表 16：公立保育園の配置状況 
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Ⅴ 公立保育園の保育サービスの在り方 

 

１公立保育園の保育サービスの現状 

現在、公立保育園で提供している保育サービスは、保育年齢、11時間超の延長保

育、一時保育の実施や子育てサロンの有無等について各園で差が見られるが、地区単

位で見ると、各園が補完し一定の保育サービスを提供している。ただし、休日保育、

病児・病後児保育を実施している園はない。 

また、公立保育園での土曜保育の利用率は、各園定員の１～２割程度の利用にとど

まっているが、保育の提供に当たっては、保育士・調理員等必要な職員の配置を行わ

なければならない。そのため、土曜日に出勤した職員が平日に代休を取る必要があり、

クラス担任等が不在となることによって、通常保育の提供に少なからず影響が出てい

る。 

現在、公立保育園においても保育士不足は生じており、配置基準は満たしているも

のの、サービスを拡充することができる人員体制にはなっておらず、人的資源を最大

限活用し、現状の保育サービスを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育時間

※11時間

保育時間

※8時間

さくら 90 3ヵ月～ 7:30～19:15 7:30～18:30 7:30～18:30 ● ～19:15 8:30～16:30 7:30～ ～19:15

ひがしなす 120 8ヵ月～ 7:30～19:15 7:30～18:30 7:30～18:30 ● ～19:15 8:30～16:30 7:30～ ～19:15

たかはやし 90 8ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30 ●

なべかけ 60 8ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30

わかば 120 8ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30

さきたま 120 3ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30
●

1歳～

永田 120 5ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30
●

1歳～

三島 100 5ヵ月～ 7:30～19:15 7:30～19:15 7:30～18:30 ● ～19:15 8:30～16:30 7:30～ ～19:15

南 100 5ヵ月～ 7:30～19:15 7:30～19:15 7:30～18:30 ● ～19:15 8:30～16:30 7:30～ ～19:15

大貫 60 3ヵ月～ 7:30～18:30 7:30～18:30 7:30～18:30 8:30～16:30 7:30～ ～18:30

地

区

黒

磯

西

那

須

野

・

塩

原

子育て

サロン延長保育

※11時間超

延長保育

※8時間超

一時

保育

保育標準時間利用 保育短時間利用

保育園名 定員 保育年齢 開園時間
土曜日

開園時間

図表 17：公立保育園の保育サービス一覧 
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２公立保育園の保育サービスの在り方 

  保育士不足等により提供体制が整わない中では、公立保育園の保育サービスの拡充

は困難であるが、現行サービスは引き続き提供していくとともに、継続して保育の質

の向上に取り組む必要がある。併せて、多様な保育ニーズに応えることができるよう、

次のとおり対応する必要がある。 

 

⑴公立保育園の民営化等による保育サービスの充実 

  ・公立保育園の民営化の際は、民間活力による保育サービス（一時保育、休日保育、 

延長保育等）の充実を図ること。 

  ・公立保育園の民営化や廃止は、存続する公立保育園での正職員保育士の集約につ

ながることから、民営化等の進捗に併せ保育サービスの充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵一時保育の充実 

  ・一時保育はニーズが高く、子育て支援の充実につながるため、一時保育の充実を

図ること。 

・民営化の際には一時保育の拡充を図ること。 

・公立保育園の一時保育の保育年齢（１歳から）では、ニーズに十分対応していな

いため、ニーズに応じた保育年齢の変更に向けた検討を行うこと。 

 

 ⑶休日保育の実施に向けた検討 

  ・那須塩原市の基幹産業である観光業を始め、休日に就業している保護者の保育ニ

ーズに対応するため、休日保育の充実を図ること。 

  ・民営化の際には休日保育の拡充を図ること。 

図表 18：民営化等によるサービス充実（イメージ図） 
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・民間での実施が困難となった場合に備え、市として休日保育の提供体制を確保で

きるよう、公立保育園での実施に向けた検討を行うこと。 

 

⑷土曜保育の集約の検討 

  ・よりよい通常保育を実施していくことや職員の労働環境改善に資することによる

人材の確保、質の高い保育の提供体制を構築することが期待できるため、利用者

のニーズ等を把握した上で、公立保育園における土曜保育の集約について検討を

行うこと。 

 

 ⑸病児・病後児保育の実施に係る支援 

  ・病児・病後児保育は、看護師の配置など設置に関する基準を満たすことが難しい

ことや医療機関と密接な連携が必要となることから、市としては、公立保育園が

直営で実施するのではなく、現在病児・病後児保育の提供をしている施設が継続

することができるよう適切な支援を行うこと。 

 

⑹医療的ケア児※等に対する支援体制の構築 

  ・令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行

された。同法の趣旨に鑑み、市として保育園等における医療的ケア児等に対する

支援体制を構築すること。 
 

※医療的ケア児 

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸

管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠である児童のこと。 

 

⑺連携支援体制の充実 

・地域の子育て支援拠点としての役割が果たせるよう、関係機関（児童相談所、 

子ども・子育て総合センター、保健センター（子育て世代包括支援センター）、 

児童委員など）との連携を深化させ、園児の保護者や地域の子育て家庭に対する

支援が切れ目なく行えるよう体制の充実を図ること。 

 

 ⑻研修の充実 

・公立保育園においては、要支援児を始め支援を必要とする児童を多く受け入れて

いる。支援を必要とする児童（家庭）は、それぞれに状況が異なり、適切に支援

を行っていくためには、相応の知識や技術・ノウハウが必要となる。公立保育園

の役割を果たし、質の高い保育サービスを提供するためには、保育士のスキルア

ップは欠かせないため、保育士の研修機会の充実を図ること。 
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Ⅵ おわりに 

 

１さらなる子育て環境の充実に向けた提言 

  本検討は、「Ⅰはじめに」に示しているとおり、保育園整備計画に基づき、近い将

来の保育需要の減少や多様化する保育ニーズに対応した公立保育園の在り方を示す

ために行った。 

  しかしながら、人口減少下において、公立保育園を始め、保育園等だけで保育・子

育て支援ニーズに全て対応するということは困難になってくるものと思われる。引き

続き、保育園等の保育サービスの充実は図りつつも、今後は地域全体として、多様な

保育・子育てニーズを受け止める環境整備を行う必要があると考えられる。 

  そのため、検討会の議論の主旨である「公立保育園の在り方」より、踏み込んだ意

見となるが、今後の那須塩原市の子育て環境の充実に欠かせない点であるため、以下

のとおり提言したい。 

 

 ⑴一時保育の充実に向けた提供体制の検討 

  ・一時保育は、家庭で保育をしている人が、一時的な就労・冠婚葬祭・通院・リフ

レッシュなどにより、一時的に保育を必要とする場合に活用するものであるが、

保護者自身のためだけでなく、支援の必要な家庭を見つけること、虐待予防に効

果があることなども指摘されている。一時保育は、子育て支援に有用な事業であ

ることから、今後も充実を図る必要がある。 

  ・しかしながら、現在、保育園等で行っている一時保育は、利用率が高くなってお

り、利用を希望する保護者にとって利用しづらい環境となっている。保育園等で

すべてのニーズに対応することは、保育士の確保や保育室等の設備面から難しい

と思われる。 

  ・そこで、近隣市の「一時保育センター」のような一時保育に特化した提供体制を

構築するなど、保育園等での一時保育に限らない提供体制の整備について検討を

進めていただきたい。 

 

⑵子育て相談センターの機能強化等の検討 

・公立保育園の在り方の実現を目指す中では、園を廃止することも進めていかなけ

ればならないが、その際に廃止する園が担っていたセーフティネットとしての役

割や保育サービスが低下することがあってはならない。 

・廃止する園が担っていた役割等は廃止園周辺の保育園等や存続する公立保育園で

担うことを基本としつつも、子育て相談センターの機能を強化するなどし、保育

園等以外での対応も図っていくべきである。 

・具体的な例を次のとおり示す。子育て相談センターの「発達支援室（おひさまル

ーム）」は、発達支援の相談窓口として機能しているが、保育機能を追加すること

などにより、要支援児のセーフティネットとしての役割を担うことができる可能
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性がある。また、子育て相談センターの子育てサロン（地域子育て支援拠点）と

前項で述べた特化型の一時保育を併設することで、公立保育園の「④地域の子育

て支援拠点としての役割」や保育サービスの提供を補完することができると考え

られる。 

  ・こうした公立保育園の役割等をバックアップする体制の整備についても検討を進

めていく必要がある。 

 

⑶関係機関の連携強化と包括的な支援体制構築の検討 

  ・様々な理由により支援が必要となっている児童（家庭）が増加している。 

▶障害など発達上の課題があり支援を必要とする児童（家庭）。 

▶ひとり親家庭、貧困家庭、外国籍家庭など特別な配慮を必要とする家庭である

ことにより支援を必要とする児童（家庭）。 

▶被虐待（虐待の疑い）により支援が必要な児童（家庭）。 

▶少子化社会の進展、核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子育てが

「孤育て」化し、身近に相談できる相手がいないことから、問題を抱えこんで

しまう家庭。 など 

  ・支援を必要とする児童の中には、複数の相談機関、医療機関、療育機関等で、相

談、診察、療育等の支援を受けている場合がある。児童にとって有効で一貫した

支援が行われるためには、それらの機関が連携して、お互いに情報を共有し、支

援方針の共通理解を図る必要がある。 

・それぞれの分野においては、相談機関（相談支援体制）が既にあり、相談支援の

充実や強化等を各計画で掲げている。今後はそうした相談機関や関係機関が円滑

に連携できる仕組み・体制の構築が必要となる。 
 

【子ども・子育て総合センター】 

 ○「子ども家庭総合支援拠点」（虐待を含め、子ども家庭支援全般） 

 ○「発達支援システム」（出生から 20 歳までの発達に支援が必要な子・保護者へ

の切れ目ない支援） 

 ○「家庭児童相談室」（18 歳未満のお子さんがいる家庭の悩みや相談） 

 ○「婦人相談」 

 ○「ひとり親家庭（母子・父子・寡婦）相談」 

 ○「就学相談」 

 ○「子育て相談センター（子育てサロン・発達支援室）」 

【子ども・子育て支援】 

 ○「利用者支援事業」（子育てコンシェルジュ・保育コンシェルジュ） 

 ○「地域子育て支援拠点事業」 

【母子保健】 

 ○「子育て世代包括支援センター」（妊娠期から子育て期の総合的な相談支援） 

【障害児福祉】 

 ○「障害者相談支援センター」 
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図表 20：保育園等が連携を図るべき主な地域の関係機関等 

・地域の関係機関との連携が強化され、それを活用することが、那須塩原市の保育

のサービスや質の向上にもつながっていくものと考えられる。 

・また、国（社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会）においては、「子ど

も家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の再編について議論さ

れている。一体的な相談支援機能を有する機関の設置は、包括的な子育て支援体

制の構築につながるものであるため、国の動向を注視し、那須塩原市においても

それらの再編等について検討いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 19：一体的に相談支援等を行う機能を有する機関（イメージ図） 

（第 33回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会資料より） 
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２おわりに 

   今後、公立保育園の在り方の実現に向け、民営化や廃止を具体的に進めるに当た

っては、これまで各園が果たしてきた役割等を踏まえた上で、保護者等の意見を十

分に反映し、保育現場に混乱をもたらすことなく、児童にとって最もよい選択とな

るように、慎重に行われる必要がある。 

   少子化や保育ニーズの多様化など、保育を取り巻く環境が大きく変化する中、諸

課題に公立保育園だけで対応するのは現実的ではなく、民間保育施設と協力しなが

ら、または役割分担をしながら、地域全体で児童と家庭の支援を行っていくことが

さらに重要になってくるものと思われる。 

   検討会が示した意見が、今後の那須塩原市の保育サービスの充実や子育て環境の

充実のために有効に活用されることを期待する。 
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参考資料 

 

１検討の経過  

開催日程 議事 

第１回 令和3年7月30日 (1) 那須塩原市公立保育園在り方検討会について 

(2) 那須塩原市の保育に関する現状と課題について 

(3) 公立保育園の役割について 

第２回 令和3年10月27日 

 

(1) 公立保育園の役割について 

(2) 公立保育園の在り方について 

第３回 令和3年12月20日 (1) 公立保育園の在り方について 

(2) 公立保育園の保育サービスの在り方について 

第４回 令和4年2月2日 

（書面による） 

(･) 公立保育園在り方検討会報告書（案）について 

 

２那須塩原市公立保育園在り方検討会設置要領 

（設置） 

第１条 今後の那須塩原市における公立保育園の在り方について検討するため、那須塩

原市公立保育園在り方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。 

⑴ 公立保育園の在り方に関すること 

⑵ その他検討会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 検討会は、次に掲げる６人以内の委員をもって組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市内私立保育園の代表者 

⑶ 市内認定こども園の代表者 

⑷ 市内子ども・子育て支援に関する特定非営利活動法人の代表者 

⑸ 市立保育園の代表者 

⑹ 子ども未来部長 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委員となった日からその日の属する年度の末日までとする。 

（会長） 

第５条 検討会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に

召集する会議は、市長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、子ども未来部保育課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討

会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年６月１５日から施行する。 

（この要領の失効） 

２ この要領は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

３検討会委員名簿 

№ 所属・職名 氏名 選出区分 備考 

１ 宇都宮大学共同教育学部 教授 長谷川 万由美 １号委員 
学識経験者 

会長 

２ 
社会福祉法人那須若葉会 
ひばりヶ丘保育園 園長 
（那須塩原市民間保育園長会） 

秋間 要一 
２号委員 
市内私立保育園代表者 

 

３ 
学校法人あけぼの学園 
認定あけぼのこども園 園長 
（那須塩原市認定こども園連合会） 

齋藤 達成 ３号委員 
市内認定こども園代表者 

 

４ 
特定非営利活動法人 
子育てほっとねっと 理事長 

 西田 由記子 
４号委員 
市内子ども・子育て支援 
ＮＰＯ法人代表者 

 

５ 那須塩原市立さきたま保育園長 谷口 悦子 ５号委員 
市立保育園代表者 

 

６ 那須塩原市子ども未来部長 田代 正行 ６号委員 
子ども未来部長 

 

 


